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　平成23年３月に発生した東日本大震災をはじめ、わ
が国はこれまで幾多の大地震とそれに伴う巨大な津波に
よる被害を受けてきました。今後も、南海トラフ巨大地
震等による津波被害の発生が懸念されています。
　では、津波による被害を防ぐためには、どうすれば良
いのでしょうか。
　答えは「強い揺れや弱くても長い揺れがあった場合に
は、すばやく高台や津波避難ビル、津波避難場所等へ避
難する！」ことです。また、地域住民はもとより、旅行
者、観光客、外国人が共通した認識を持ち、迅速かつ円
滑な津波避難を行うことが重要です。
　消防庁では、「防災のための図記号に関する調査検討
委員会」を開催し、津波による被害軽減のため、①津波
避難ビル、②津波避難場所、③津波注意の３種の図記号
を津波に関する統一標識として決定しました（平成17
年３月）。これらの図記号は、平成20年７月にＩＳＯ化、
平成21年３月にはＪＩＳ化されています。
　また、東日本大震災を踏まえ、今後発生が懸念される
巨大地震等に起因する津波災害に対する地方公共団体の
取組を推進するため、平成24年度に「津波避難対策推
進マニュアル検討会」を開催し、同検討会の報告書では、
都道府県に対しては、市町村が策定すべき津波避難計画
に係る指針の策定、市町村においては、市町村全体の津
波避難計画の策定や津波避難訓練の実施、津波ハザード
マップの作成・周知などを求めています。
　しかし、このような行政側の対策だけでは津波被害を

防ぐことはできません。大切なのは、行政と地域、住民
が連携して津波による被害の防止に努めることです。
　そのためには、いざというとき津波から円滑に避難す
ることができるよう、住民等の参画による地域ごとの津
波避難計画を策定しておくことが重要です。消防庁では
上記検討会において、地域ごとの津波避難計画を検討す
るためのワークショップや津波避難訓練を実施し、それ
らの内容も同報告書に取りまとめています。
　地域ごとの津波避難計画の策定は、真に自らの命を守
ることに直結するものであり、住民自らが策定する心構
えが大切となります。また、この津波避難計画の策定に
あたっては、住民のみならず、当該地域内で活動してい
る公共的団体、あるいは事業を営む民間企業等の協力、
支援、参画を得ながら地域ぐるみで実施することが重要
です。策定した計画に基づき、実践的な訓練等を繰り返
し、検証を通じて、不断に見直していくことで、より実
効性の高い計画が得られるとともに、避難に対する意識
の向上が図られていきます。
　何よりも、実際に避難行動をとる住民一人ひとりが、
「自分の命は自分で守る！」といった自覚を持ち、津波
避難計画の策定・見直しや計画に基づく日頃の津波避難
訓練を通じて防災意識の向上を図り、強い揺れや弱くて
も長い揺れがあった場合には、すぐに主体的に、適切に、
高台等の安全な場所へ避難するという行動をとることが
重要なのです。
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津波による災害の防止
地震が発生した時は「すばやく高台等へ逃げる」ことです。
→「自分の命は自分で守る！」といった津波防災意識を
　　高くもち住民一人ひとりが主体的に行動することが
　　大切です。
※地震発生後、短時間で津波が沿岸部に来襲する可能性があります。

津波避難場所


